
紛争の 
発生 

弁護士に 
相談 

保全処分 
＊ 

訴えの 
提起 

相手との 
直接交渉 

弁護士に 
相談 
（被告側） 

解　決 

＊1　訴訟に先立って、相手方の財産の処分を禁じるなど
　　　して、判決の実効性を確保する手続 
＊2　事案によっては、簡易裁判所、家庭裁判所などが第
　　　一審となることがあります。また、訴えの提起前に
　　  調停を経ることもあります。 

被
告
へ
の
訴
状
送
達 

 第一審 
（地方裁判所） 

第
一
回
口
頭
弁
論
期
日 

第
一
回
口
頭
弁
論
期
日
の
指
定 

犯罪の 
発生 

家裁送致 

起　訴 

弁護人の 
活動 

不起訴 
・ 
不送致 

・起訴状謄本の 
　被告人への送達 
・弁護人選任権の 
　告知 

被
告
人
の
召
喚 

 第一審 
（地方裁判所） 

公

判

期

日

の

指

定

 

捜

査

の

開

始

 

検

察

官

の

事

件

処

理

 

起訴ののち 
保釈が可能 

少年事件の 
場合 

逮捕　　取調べ　　勾留　　取調べ 

捜索・差押・検証 

取調べ（身体拘束なし） 

任意出頭 

被疑者 
・ 
家族 

依頼 

■被疑者との面会・助言 

■関係者等の事情聴取 

■捜査機関との協議 

■現場での事実確認 

■被害者との示談 

■裁判所に対し、 
　勾留理由開示・準抗告等の申立て 

72時間以内 10～20日 

民事事件の流れ 

刑事事件の流れ 

公判前整理 
手続 

事件解決への流れ

民事事件の主な流れ

刑事事件の主な流れ

裁判の手続には、大きく分けて民事事件と刑事事件があります。
ここでは、それぞれの基本的な流れを図示しました。
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弁論手続 証拠調 
手続 

弁論手続 終　結 控　訴 
（高等裁判所） 

上　告 
（最高裁判所） 

強制執行 

判
　
　
　
　
決 

和解 
成立 

和解 
成立 

和解 
成立 

主張のやりとりと 
証拠の提出 

証人尋問 
本人尋問 
検証、鑑定など 

証拠調べの結果を
ふまえた主張の 
整理 

不服の場合 
2週間以内 
に控訴 

確　定 

判
決
の
内
容
に 

従
わ
な
い
場
合 

合意した内容に従わない場合 

上訴手続 

●棄却 
●破棄自判 
●破棄差戻 

口頭弁論手続 

冒頭手続 証拠調 
手続 

最終弁論 結　審 控　訴 
（高等裁判所） 

上　告 
（最高裁判所） 

刑の執行 

判
　
　
　
　
決 

●裁判官の人定尋問 

●検察官の起訴状朗読 

●裁判官の黙秘権告知 

●被告人の罪状認否 

●検察官による論告・求刑 

●弁護人による弁論 

●被告人による最終陳述 

不服の場合 
2週間以内 
に控訴 

有 罪  

確 定  

上訴手続 

●棄却 
●破棄自判 
●破棄差戻 

無 罪  

確 定  

公判期日 

●検察官の冒頭陳述 

●検察官の立証 

●被告人＝弁護人の立証 

　　　証人尋問 

　　　証拠書類朗読 

　　　証拠物の展示 

●情状に関する立証 

●被告人質問 
再　審 

有罪判決が確定し
た後、判決の事実認定の誤

りを推測しうる一定の事由があ
る場合に、再度、裁判をやりなお
す制度として｢再審｣の手続があ
ります。民事裁判についても、
同様の｢再審｣の道があり

ます。 
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